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 本書について 

　　

本書は、独立行政法人情報通信研究機構（以下「機構」といいます。）情報通信振興部門が実施する本助成金制度に係る対象事業において、その事務処理及び経理処理について解説し、当該事業の適正な遂行を図ることを目的として作成したものです。
本書は、助成対象事業者の事務処理が円滑に実施されることを目的としています。

助成対象事業者は、助成事業に係る物件の入手、費用の発生にあたって、価格の妥当性及び適切な経理処理などについて、第三者に対し合理的に説明・立証する必要があります。従って助成事業に係る証拠書類を整理・保管し、助成事業に係る資金支出額を明確にしなければなりません。

本書では、Ⅰに事務処理関係、Ⅱに経理処理関係について解説しており、助成事業の適正な遂行に有効活用いただきますようお願いします。

	注）助成事業の根拠法令等

①独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)

②補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)

　（以下「適正化法」と省略します。）

③補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年第255号)
④字幕番組、解説番組等制作促進助成金交付要綱(平成23年1月25日)

（以下「交付要綱」と省略します。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（交付要綱第1・18項）


　　

Ⅰ　事務処理関係 

Ⅰ　事務処理関係

１　助成事業の概要 

(1) 助成金と助成対象事業（交付要綱第3項）
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「助成金」とは、一般に「国以外の者の行う事業・事務に対し、その事業や事務の実施に資するために国から交付される金銭的給付」をいいます。

本マニュアルにおける「助成対象事業」とは、「助成対象事業者が主体的に取り組む助成対象事業に対し、当機構がその事業費の一部を助成金として負担（交付）する事業」をいいます。事務手続としては、事業者より交付申請書（様式第１）を提出していただき、当機構より交付決定通知書（様式第２）を発出します。

(2) 目的（交付要綱第2項）

本助成金は、字幕番組、解説番組又は手話番組の制作に必要な資金について、機構が予算の範囲内で必要な助成措置を講ずることにより、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進を図ることを目的としています。

(3) 助成対象事業者の義務（交付要綱第1項）

助成対象事業者は、適正化法及び交付要綱等の規定を遵守しなければなり
ません。

(4) 助成対象事業の助成内容と助成スキーム（交付要綱第4・5項）

　　本制度は、視聴覚障害者がテレビジョン放送を視聴するために不可欠な字幕番組、解説番組及び手話番組を制作する事業者に対して、字幕等を付与するための追加的な経費の２分の１（在京キー５局の字幕番組であって生放送番組でないものについては８分の１、在阪準キー４局の字幕番組であって生放送番組でないものについては６分の１）に相当する額を限度として助成するものです。

（注）申請総額が当該年度の予算額を超える場合には、申請額に対する交付決定の額の算定に当たっては、番組種別ごとに各申請者が同一の割合となるよう、当該年度の予算額を按分計算することとします。

なお、公募は原則年1回を予定しています。詳しくは、提出先窓口までお問合せください。
　

1 対象番組･･･当該年度に制作される視聴覚障害者向け放送番組（字幕番組

(生字幕番組※を含む)解説番組、手話番組】）。ただし、視聴年齢制限付き番組は、対象外。

※生字幕番組とは、字幕が付与された生放送番組をいう。

　 （注）申請に際しては、視聴年齢制限付き番組が入らないように注意してください。

なお、交付決定後に、視聴年齢制限付き番組※の対象番組となった場合は、速やかに変更承認申請を提出願います。また、実績報告後に判明した場合には、交付決定を取り消すことになります。　　

※視聴年齢制限付き番組とは、当該番組を視聴可能とするために視聴契約時における年齢確認を必要とする放送番組及び、視聴可能年齢を受信機に登録し、かつ、暗証番号を設定することにより、登録された年齢未満の者の視聴の排除を可能とするため、視聴年齢制限の情報を付加して放送される放送番組をいう。（放送法施行規則　別表第１３号２（８）参照）
②助成条件

1) 当該年度に放送される番組であること。

2) 視聴覚障害者がテレビジョン放送を視聴するために不可欠な字幕番組、解説番組及び手話番組を制作する事業者であること。
3) 字幕、解説音声及び手話を付与するための追加的な経費をスポンサー等

が負担していないこと。ただし、在京キー５局の字幕番組については、上記「追加的な経費」の８分の３、在阪準キー４局の字幕番組については、３分の１を上限として、スポンサー等からの経費負担を認める。
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(5) 助成対象事業の内容の変更と状況報告（交付要綱第9・12項）

当該年度中に字幕番組等の放送状況の調査（様式5-1：放送状況調書）を行いますので、申請番組等の変更等について報告をお願いします。

 (6) 不法行為等に対する処分（適正化法第29～32条）

助成金の交付は、当機構が助成対象事業者に対して行う反対給付を求めない片務契約ですので、これを受け入れる者に対し、有効かつ適正な使用を求めています。このため、申請･報告等が義務付けられており、特に以下の事項について違反した助成対象事業者に対しては、交付要綱及び交付決定通知書の条件に基づき助成金交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の返還を命じることがあります。（返還金に対する加算金を賦課することもあります。）
また、適正化法に基づく罰則規定（刑事罰）の適用もありうるので充分留意してください。

①助成金及び助成対象事業により取得した財産等を他の用途への無許可使用。

②交付決定の内容又は交付条件に対する違反。

　③法令又は国の処分に対する違反。

　④当機構との助成対象事業に関する不正、怠慢その他不適当な行為。

　⑤定められた必要な報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合。

	適正化法第29条

1 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交

付若しくは融通を受けた者は、５年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の場合において、情を知って交付又は融通した者も、また同項と同様と

する。

適正化法第30条

　　第11条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、３年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し､又はこれを併科する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


(7) 主な手続きのスケジュール

助成金交付業務に係る主な手続きのスケジュール（例）は次のとおりで

す。なお、具体的なスケジュールについて機構から別途、指示等がある場

合には、当該指示等に従って手続きを実施していただくこととなります。

　　

助成金交付業務に係る主な手続き等のスケジュール（例）

	時　期
	主な手続き等

	２月上旬
	· 公募開始（報道発表（ＨＰへ掲載））

	３月上旬

３月下旬
	・公募締切

・総務省へ交付申請

	４月上旬


	・総務省より交付決定通知受領

≪助成対象事業の開始≫

	年度内
適宜実施
	・実地調査（各事業者へ）

・放送状況報告依頼

	１月下旬

～
２月下旬
	· 各事業者へ実績報告書提出に対する周知

	３月上旬
	・最終実績報告書の提出

・確定検査（見込み分の証拠書類と全体検査）

≪助成対象事業の終了≫

	４月上旬

　下旬
	・事業終了認定及び額の確定

・総務省へ額の確定通知報告

・総務省より額の確定通知受領後、助成対象事業者へ通知

・確定額を各事業者へ支払い


注　上表のほか、計画変更承認申請書等必要な提出書類等は適宜。























Ⅱ　経理処理関係 

Ⅱ　経理処理関係

１　助成対象経費 

(1) 助成事業の対象とすることができる経費（交付要綱第4項）

次の①及び②に該当する経費を、助成対象経費とします。

1 字幕番組、生字幕番組、解説番組又は、手話番組の制作に必要な経費。

※予算上の単価（平成24年度：60分番組）

　　　　　　　　　　　　　＊字幕番組　　@230千円

　　　　　　　　　　　　　＊生字幕番組　@220千円

　　　　　　　　　　　　　＊解説番組　　@360千円

　　　　　　　　　　　　　＊手話番組　　@200千円

② 助成対象事業の期間中に、原則として支払いまで完了している経費。

　
２　助成対象期間と対象外経費

(1) 助成対象期間と対象外経費
助成対象となる経費は、原則として、助成対象期間中に発生した助成対象事

業に係る経費であって、かつ、助成対象期間中に現金決済又は金融機関からの振込支払いにより支払われた経費とし、助成対象期間外に発生又は支払われた経費は認めませんのでご注意願います。

ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではありません。

①  助成対象期間中に発生し、かつその経費の額が確定しているものであって、助成対象期間内に支払われないことについて相当の理由があると認められるもののうち、その支払いが助成対象期間経過後３０日以内のもの。（例えば、３月検収、４月支払いとする理由が認められるもの。）

②  助成対象期間中に直接従事した時間に要する労務費。（例えば、３月の労務費であって４月に支払われるもの。）

【留意事項】

□　助成対象期間は、国の単年度主義となっていることから、原則として、年度初め（4/1）以降の助成金交付決定日から年度末（3/31）までの期間となります。
(2) 助成事業の対象とすることができない経費

交付決定日以前に発注した作業等の経費は認められません。

    特に、４月放送分については留意してください。
　　
３　経理処理注意点　　　　 
(1) 経理帳簿等の区分（交付要綱第10項）

　　助成対象事業の実施に要する経費については、専用の帳簿に記載に、かつ、その支出内容を証明又は説明する書類を整理して保管してください。助成対象事業以外の業務関連経費が混同しないよう、十分に留意願います。

　　なお、帳簿及び証拠書類の保管期間は、助成対象事業の終了日から５年間となっています。

　

(2) 支払方法
　経費の計上に際しては、法令・社内規程に即した適正な処理を心掛けてください。

　支払方法は、原則として預金口座振替による振込、ＡＴＭを通じた振込（証拠書類の確認と助成対象期間中の支払完了が条件。）にします。ただし、１０万円未満の支払いについては、現金支払も可とします。

　なお、１０万円以上で現金支払とする必要がある場合は、あらかじめ機構に相談の上、承認を得てください。

　また、手形取引は認められていません。

　　

(3) 証拠書類の整理
  支出内容を証明する書類として、助成対象事業者の経理処理において通常使用している、発注・納品・検収・請求・支払を確認できる書類を用意してください。具体的には、以下のとおり。

①主な証拠書類

· 制作単価等が定められている場合は、その単価表

· 字幕等制作費一連の関係書類、振込金受領証又は領収証(※)
· 手話通訳者等の領収証(※)
· 自社制作の場合は、社内規程による標準単価表等の価格証明書

· 上記以外、その単価等を証明するもの

· 金融機関発行の取引明細書（１０万円以上の支払いの場合）

(※)領収証に該当するものがない場合は、支払を証明できるもので可としますが、この場合は、当機構担当者まで連絡してください。
② 証拠書類に係る留意点

1)  金融機関発行の証拠書類については、機械処理された取引明細書（利

用明細書、通帳コピー等）が必要となります。ただし、１０万円未満の

場合は、領収書のみでも可とします。

2)　帳票類に、作業した内容が「○○一式」として記載されている場合は、その内訳を帳票類に補記してください。　　　　　　
　3)　ファームバンキング等電子決済による振込で「振込金受領書」が作成されないケースの場合は、助成対象事業者が作成した「振込依頼電子データ」を帳票としてプリントアウトし、ファイルしてください。

　　 また、当該助成事業に係る経費を他の経費と合算して振り込んだ場合は、それぞれの金額を振込証書上で区分してください。

　　　　（例：ＮＩＣＴ助成分　　○○円、自社分　　△△２円）

③ ファイリング

　助成対象事業者における経費発生状況の管理、及び当機構による確定検査
等を効率よく行えるようにするため、証拠書類の整理を、以下を参考に行ってくださいますよう、お願いいたします。

　確定検査を実地で実施する際には、証拠書類は原則として原紙（必要に応じコピー）を用意してください。確定検査後しばらく書類をお借りする場合もあります。また、確定検査終了後、確認済証拠書類の写しを提出いただくこともあります。
　なお、証拠書類の原紙（コピー）は、管理期間（助成対象事業終了後５年間）の間、貴社にて保管ください。

　　1)　提出書類は、Ａ４版ファイルに綴じ、整理してください。また、番組別に対応する番号等を記載したインデックスを付け、書類確認の容易化を図ってください。
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４　端数処理　　　　 （交付要綱第５項）
金額、単価、時間など実際に支出した経費を算出する場合、小数点以下の端数処理については、国の基準に準じ、原則、切り捨てとします。

ただし、内税方式で消費税を割り戻す場合の円未満の端数処理は、助成対象事業者の経理基準によるものとします。

５　消費税の扱い　　 
消費税は、原則として助成対象費用とはしていませんので、経費は「税抜額」

にて算出してください。

６　検査・調査 　 　 
　機構は、助成対象事業の適正な履行を確保するため、以下の方法による検査及び調査を行います。

(1) 確定検査（交付要綱第14項）
助成対象事業が完了し実績報告書を受理した場合に行う検査です。（実績報告書の提出期限等については、別途通知いたします。）

確定検査は、当機構が助成額を確定させるために実施する経理検査（確定検査）です。助成対象期間に発生した経費を最終的に確認し、確定します。

　
(2) 実地調査
　助成を行った字幕番組等について、放送事業者へ出向き、現場において実際に数本を視聴して番組内容や放送時間を確認させていただきます。また、収録されたテープ等の保管状況なども確認させていただきます。この場合のテープの保管期間も５年間となっています。

　実地調査を行う場合は、事前に放送事業者と実施日などを調整します。

７　交付決定の取消し及び返還請求　  
　助成金交付の審査・確認の徹底を図るため、検査等を実施し、不正な経理処理があったと認める場合には、交付決定の一部又は全部を取り消し、助成金の返還を求めるとともに、不正行為に対する処分を行い、その事実を公表することがあります。

(1) 交付決定を取り消す場合（交付要綱第16項）
① 助成対象事業者の理由により、助成対象事業を中止又は廃止の申請を機構

が承認した場合。

② 助成象事業者が、助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他交付要綱規定に違反した場合。（額の確定後も適用。）

(2) 助成金の返還を請求する場合（交付要綱第17項）
1 助成金の交付決定を取り消した際に、既に助成金が支払われていた場合。

2 額を確定した後、既にその額を超える額の助成金が交付されていた場合。

(3) 加算金・延滞金（交付要綱第17項）
1 交付決定の内容、条件及び交付要綱規定に違反（義務違反）した助成金の

返還請求には、加算金（年利10.95％）が付されます。

2 返還請求に基づいた返還期日までに納付しなかった場合は、延滞金（年利10.95％）を徴します。

８　額の確定と助成金の支払い　  
(1) 額の確定（交付要綱第14項）

　　助成金の確定額は、助成金交付決定通知書に記載されている助成金額と実績報告書の実支出額（実績額）に各助成率を乗じて得た額とのいずれか低い額となります。ただし、当該助成金額の算定に当たっては、消費税額分を除くものとします。

　　また、大幅な番組の変更・中止等があった場合は、予算の範囲内で調整することがあります。　

(2) 助成金の支払い（交付要綱第15項）
    助成金の支払いは、精算払いを原則とします。

　　助成対象期間が終了し、実績報告に基づく確定検査完了後、総務省へ補助金の実績報告及び総務省から補助金の確定通知を受け、支払手続きを行います。

　　一連の作業が、３月末から４月中旬に行われますので、助成金が実際に振り込まれるのは、４月下旬となります。

　
Ⅲ　　　付　録　
【交付要綱】情報通信研究機構　平成24年1月25日　09規程第31号
字幕番組、解説番組等制作促進助成金交付要綱

１　通則

字幕番組、解説番組等制作促進助成金（以下「助成金」という。）の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）に定めるところによるほか、この要綱に定めるところによる。

２　交付の目的

本要綱に基づく助成は、字幕番組、解説番組又は手話番組の制作に必要な資金について、独立行政法人情報通信研究機構（以下「機構」という。）が予算の範囲内で必要な助成措置を講ずることにより、通信・放送役務の利用に関するチャレンジドの利便の増進を図ることを目的とする。

３　交付の対象

この助成金の助成対象事業は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第２条第４項第３号に規定する通信・放送身体障害者利用円滑化事業とする。

４　助成対象経費

助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、助成対象事業を実施するために必要な経費のうち、機構が予算の範囲内で助成を行うことが適当であると認めるものとする。なお、視聴年齢制限付き番組（視聴年齢制限付き番組とは、当該番組を視聴可能とするために視聴契約時における年齢確認を必要とする放送番組及び、視聴可能年齢を受信機に登録し、かつ、暗証番号を設定することにより、登録された年齢未満の者の視聴の排除を可能とするため、視聴年齢制限の情報を付加して放送される放送番組をいう（放送法施行規則別表第１３号２（８）参照。）。）に係る経費を除く。

５　助成金の額

（1）  本要綱に基づく助成金の額は、当該助成対象経費の額に２分の１に相当する額を限度
とする。ただし、一般放送事業者が放送する字幕番組であって生放送番組でないものについては、次の①又は②に掲げる地域を放送対象地域とする場合の助成金の額の限度額は、それぞれ次のとおりとする。

1 関東広域圏

当該助成対象経費の額の８分の１に相当する額を限度とする。

2 近畿広域圏

当該助成対象経費の額の６分の１に相当する額を限度とする。

（２）　本項（１）の規定により計算した助成金の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

６　助成金の交付申請

(１)　通信・放送身体障害者利用円滑化事業を実施しようとする者が助成金の交付を受けようとするときは、様式第１の字幕番組、解説番組等制作促進助成金交付申請書（以下「申請書」という。）を提出しなければならない。

（２）　本項（１）の助成金の交付申請を行う者は、当該助成金に係る消費税及び地方税に係る仕入控除税額（助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律平成６年法律第１０９号）及び地方税法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１１号）の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に助成率を乗じて得た金額をいう。）を減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについてはこの限りではない。

７　交付の決定及び通知

（１）　機構は、前項の申請があったときは、申請書について審査し、及び必要に応じて実態調査を行い、助成金の交付又は不交付を決定する。機構は助成金の交付を決定したときは、様式第２の字幕番組、解説番組等制作促進助成金交付決定通知書をもって申請者に通知するものとする。

（２）　機構は、本項（１）の交付決定の通知に際して、必要に応じて助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付すことができる。

（３）　機構は、本項（１）の助成金の不交付の決定をしたときには、様式第３の字幕番組、解説番組等制作促進助成金不交付決定通知書をもって申請者に通知するものとする。

８　申請の取下げ

（１）　前項（１）の交付決定通知を受けた者であって、当該通知書に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合は、助成金の交付の申請を取り下げることができる。

（２）　本項（１）の規定に基づき助成金の交付の申請の取下げをしようとする者は、前項の通知書が交付された日から２０日以内に機構に書面を持って申し出なければならない。

（３）　本項（２）の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。

９　計画変更等の承認

（１）　助成対象事業を行う者（以下「助成対象事業者」という。）は、助成対象経費の額を変更しようとするとき又は助成対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、様式第４の字幕番組、解説番組等制作促進助成金計画変更承認申請書を機構に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、助成対象経費の額の変更を伴わない軽微な事項についてはこの限りでない。

（２）　機構は、本項（１）の承認をしたときは、様式２の字幕番組、解説番組等制作促進助成金交付決定通知書を準用して申請者に通知するものとする。機構は、当該承認の通知に際して、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

（３）　助成対象事業者は、助成対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、その理由（中止しようとする場合は、再開の見通しを含む。）を記載した書面を機構に提出してあらかじめその承認を受けなければならない。

１０　帳簿の記載

（１）　助成対象事業者は、助成対象事業の経理については、帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の経理と明確に区別して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。

（２）　助成対象事業者は、本項（１）の帳簿及び証拠書類を助成対象事業の終了日又は廃止の承認のあった日から５年間保管しなければならない。

１１　事故報告

助成対象事業者は、助成対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、その状況及び理由並びに将来への見通しを記載した報告書を速やかに機構に提出して、その指示を受けなければならない。

１２　状況報告

助成対象事業者は、機構の要求のあったときは、助成対象事業の遂行状況について様式第５の字幕番組、解説番組等制作促進助成金状況報告書により機構に提出しなければならない。

１３　実績報告

助成対象事業者は、助成対象事業が終了したとき又は第９項（３）の規定による助成対象事業の廃止の承認を受けたときは、様式第６の字幕番組、解説番組等制作促進助成金実績報告書を作成し、終了若しくは廃止の承認の日から３０日を経過した日又は当該事業年度末のいずれか早い日までに、機構に提出しなければならない。

１４　助成金の額の確定等

機構は、前項の規定による実績報告書の内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、その報告に係る事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、助成対象事業の終了の認定を行い、交付すべき助成金の額を確定し、助成対象事業者に通知するものとする。

１５　助成金の支払い

助成金は、前項の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、機構が必要あると認めるときは、概算払いをすることができる。

１６　助成金の交付の決定の取消し

（１）　機構は、第９項（３）の規定により助成対象事業の中止又は廃止の承認をするときは、当該助成対象事業に係る助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（２）　機構は、助成対象事業者が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（３）　本項（２）の規定は、第１５項の規定に基づく交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

１７　助成金の返還等

（１）　機構は、前項の規定に基づき助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

（２）　機構は、第１５項の規定に基づき交付すべき助成金の額の確定をした場合において、既にその額を超える額の助成金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の助成金の返還を請求するものとする。

（３）　助成対象事業者は、前項（２）の規定に基づき助成金の交付の決定を取り消されたことにより本項（１）の助成金の返還請求の通知を受けたときは、助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき助成金の額につき年利１０．９５％の割合で計算した加算金を加えて返還しなければならない。

（４）　助成対象事業者は、返還すべき助成金及び加算金を期日までに納付しなかったときは、その未納に係る期間に応じて、年利１０．９５％の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

１８　その他必要な事項

この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、機構が別にこれを定める。

様式第１（第６項（１）関係）　　　　　　　　　　　　　
字幕番組、解説番組等制作促進助成金交付申請書

　　　　年　　月　　日

　　独立行政法人情報通信研究機構　理事長殿

　　　　　　住　所　　〒

　　　　　　氏　名（団体の場合には､ 団体名及び代表者氏名） 　印

　　　　　　　　　（電話番号　　　　－　　　　－　　　　）

　字幕番組、解説番組等制作促進助成金交付要綱（以下「助成金交付要綱」という。）第６項（１）の規定に基づき、下記のとおり助成金の交付を申請します。

　助成金の交付を申請するに当たって、法令及び助成金交付要綱の規定に違反する行為を行わないことを確約します。また、申請する番組の中に、視聴年齢制限付き番組が入っていないことを申し添えます。

記

１　助成対象事業の目的及び内容

２　助成対象事業に要する経費の額及び助成対象経費の額（その内訳及び算出基礎を含む。）

３　助成金交付申請額

４　助成対象事業の開始及び完了予定日

添付書類

· 申請者の営む主たる事業、財務の状況を示す書類
· 助成対象事業の番組制作作業の概要

様式第２（第７項（１）関係）

字幕番組、解説番組等制作促進助成金交付決定通知書

　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人情報通信研究機構理事長

　貴殿から平成　　年　　月　　日付申請のあった字幕番組、解説番組等制作促進助成金については、字幕番組、解説番組等制作促進助成金交付要綱（以下「助成金交付要綱」という。）第７項（１）の規定により、下記のとおり交付することが決定したので、通知します。

記

１　助成対象事業の目的及び内容

２　助成金の額

３　助成対象経費の額、その内訳（その内訳を含む。）

４　要綱第９項の規定により助成対象事業の内容が変更されたときは、助成金の額は別に通知するところによる。

５　助成金交付の決定に際して付する条件

６　助成金の額の確定に関する事項

７　事業の実施にあたっては、その他助成金交付要綱の定めるところに従わなければならない。

様式第３（第７項（３）関係）

字幕番組、解説番組等制作促進助成金不交付決定通知書

　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人情報通信研究機構　理事長

　貴殿から平成　　年　　月　　日付申請のあった字幕番組、解説番組等制作促進助成金については、下記の理由により交付できませんので、字幕番組、解説番組等制作促進助成金交付要綱第７項（３）の規定により、通知します。

記

様式第４（第９項（１）関係）

字幕番組、解説番組等制作促進助成金計画変更承認申請書

　　　　年　　月　　日

　　独立行政法人情報通信研究機構　理事長殿

　　　　　　住　所　　〒

　　　　　　氏　名（団体の場合には､ 団体名及び代表者氏名）　印

　　　　　　　　　（電話番号　　　　－　　　　－　　　　）

　平成　　年　　月　　日付けで助成金交付決定の通知を受けた通信・放送身体障害者利用円滑化事業について、下記のとおり事業の一部を変更したいので、字幕番組、解説番組等制作促進助成金交付要綱第９項（１）の規定により、承認願います。

記

１　計画変更の内容

２　計画変更を必要とする理由

３　計画変更が助成対象事業に及ぼす影響

４　計画変更後の助成対象経費の額（その内訳及び算出基礎を含む。新旧対比のこと。）

様式第５（第１２項関係）

字幕番組、解説番組等制作促進助成金状況報告書

　　　　年　　月　　日

　　独立行政法人情報通信研究機構　理事長殿

　　　　　　住　所　　〒

　　　　　　氏　名（団体の場合には､ 団体名及び代表者氏名）　印

　　　　　　　　　（電話番号　　　　－　　　　－　　　　）

　平成　　年　　月　　日付けで助成金交付決定の通知を受けた通信・放送身体障害者利用円滑化事業について、字幕番組、解説番組制作促進助成金交付要綱第１２項の規定により、平成　　年　　月　　日までの遂行状況を下記のとおり報告します。

様式第６（第１３項関係）
字幕番組、解説番組等制作促進助成金実績報告書

　　　平成　○○年　３月　３１日

　　独立行政法人情報通信研究機構　理事長殿

　　　　　　住　所　　〒

　　　　　　氏　名（団体の場合には、団体名及び代表者氏名）　印

　　　　　　　　　（電話番号　　　　－　　　　－　　　　）

　平成　　年　　月　　日付けで助成金交付決定の通知を受けた通信・放送身体障害者利用円滑化事業について、字幕番組、解説番組等制作促進助成金交付要綱第１３項の規定により、下記のとおり報告します。

記

１　事業の終了(廃止)の日

２　事業の成果

３　事業の収支決算

（単位：円）

	
	実施計画
	実　　行
	差　　額
	備　　考

	収　　入

（うち助成金）
	
	
	
	

	支　　出
	
	
	
	


４　助成対象経費の実績額（その内訳を含む。）

【補助金適化法、同施行令抜粋】

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和30年8月27日法律第179号）

第１条　（この法律の目的）

この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

第３条　（関係者の責務）

各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれているものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

2 補助事業者等及び間接補助事業者等、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重

な財源でまかなわれているものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。

第５条　（補助金等の交付の申請）

補助金等の交付の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁の長に対し、その定める時期までに提出しなければならない。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

（昭和30年9月26日政令第255号）

第３条　（補助金等の交付の申請の手続）

法第５条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1 申請者の氏名又は名称及び住所

2 補助事業等の目的及び内容

3 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

4 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

5 その他各省各庁の長（※独立行政法人情報通信研究機構の補助金等に関しては、理事長とする。）が定める事項。　　　　　　　※他独法等は省略

（第2項、第3項は省略）

	字幕番組、解説番組等制作促進助成金制度に関する様式類集（一覧）

	
	
	
	

	資料名
	様式番号
	関連項目
	備考

	【交付要綱関連】
	　
	※
	※交：交付要綱

	助成金交付申請書
	様式第1
	交６
	　

	内訳別紙集計表
	様式1-1
	交６
	　エクセル

	交付決定通知書
	様式第2
	交７
	　

	不交付決定通知書
	様式第3
	交７
	　

	計画変更承認申請書
	様式第4
	交９
	　

	　　　内訳別紙
	様式4-1
	交９
	　エクセル

	状況報告書
	様式第5
	交１３
	　

	助成対象番組放送状況調書
	様式5-1
	交１４
	　エクセル

	実績報告書
	様式第6
	交１４
	　

	　 　別紙１(内訳全体表)
	様式6-1
	交１４
	　エクセル

	　　　放送実施証明書
	様式6-2
	交１４
	　エクセル

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	　

	
	
	
	　

	
	
	
	　

	
	
	
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　


（注）様式（1-1,4-1,6-1,6-2）については、エクセルファイルです。http://www2.nict.go.jp/v/v413/102/sinsei/sien/format.xlsよりダウンロードしてください。
	住所：184-8795　東京都小金井市貫井北町4－2－1
　独立行政法人情報通信研究機構　産業振興部門　情報バリアフリー推進室
　　　TEL：042（327）6022　FAX：042（327）5708

　　　E-mail：jimaku@ml.nict.go.jp   http://www.nict.go.jp/
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	JR武蔵小金井駅から：バス利用の場合：北口改札を出て、５番乗場より京王バス「小平団地」行きバスに乗車し、（運賃後払い170円） 情報通信研究機構下車（所要時間約15分）。バス停より徒歩１分 （バスの便数多い）
タクシー利用の場合：北口にタクシー乗り場あり。 （所要時間10-15分） 

JR国分寺駅から：バス利用の場合：北口（立川バス）改札を出て左側に進み、階段を降りてバス乗り場より立川バス「昭和病院」行きバスに乗車し、 情報通信研究機構下車（所要時間約10分,運賃後払い170円）。バス停より徒歩１分 （バスの便数少ない） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タクシー利用の場合：北口にタクシー乗り場あり。 （所要時間7-8分）
徒歩の場合：所要時間約15分 

※当部署は、研究本館の２階、受付の真正面に位置しています。

　正面から入っていただき、左側の階段をお上がりください。※

















公募





助成対象事業実施








交　付　決　定





イ番組





ロ番組





　放送実施証明書


　　助成対象経費実績表


　　　イ番組証拠書類


　　　ロ番組証拠書類


ハ番組証拠書類


・


・


　　　・


　　　・


　　　・


　　　・


　　　・











公募分


予算の範囲内で調整





申請


























実績報告書に伴う、証拠書類等を最終的に検査し、助成金額を確定
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助成対象期間





１月


～


2月　





ＮＩＣＴ





各事業者





実績報告書提出の周知





助成金交付業務に伴う事務処理関係のフローイメージ図








・放送状況調査


・実地調査








助成金の交付（支払い）





確定検査　⇒　額の確定





実績報告書
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助　成（制作費の１／２を限度）























国







情報通信研究機構







国庫補助金











字幕番組・解説番組・手話番組の制作












